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（１）審議概観

第162回国会において本委員会に付託された法律案は、衆議院議院運営委員会提出

の２件であり、１件を可決、１件を修正議決した。

また、本委員会付託の請願11種類129件は、衆議院解散のため、審査未了となった。

〔法律案の審査等〕

国立国会図書館法の一部を改正する法律案は、国立国会図書館の館長等の待遇に関

する規定について国会職員法等の給与に関する規定との関係の整理を行うとともに、

独立行政法人日本原子力研究開発機構法により核燃料サイクル開発機構及び日本原子

力研究所が解散することに伴う所要の規定の整理を行うものである。

本法律案は、３月29日に衆議院から提出、４月５日、本委員会に付託された。



委員会においては、４月６日に、本法律案の審査が年度を越えたことに伴い、その

施行期日を改める修正案が提出され、採決の結果、全会一致をもって修正議決された。

国会職員法の一部を改正する法律案は、国会職員に対する懲戒処分として、停職の

処分を追加するものである。

本法律案は、３月29日に衆議院から提出、４月５日、本委員会に付託され、６日に

全会一致をもって可決された。

なお、３月30日に、日本学術会議の内閣府への所管変更に伴い関係規定を整理する

参議院規則の一部を改正する規則案について、委員会の審査を省略し、本会議に上程

することを決定した。

（２）委員会経過

○平成17年１月20日（木）（第161回国会閉会後第１回）

参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の平成17年度予定

経費要求及び平成16年度予定経費補正要求（第１号）に関する件について決定した。

○平成17年１月21日（金）（第１回）

一、災害対策特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、政治倫理の確立及び

選挙制度に関する特別委員会、イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への

対処に関する特別委員会及び北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を設置

し、委員の会派割当をそれぞれ次のとおりとすることに決定した。

災害対策特別委員会

自由民主党10人、民主党・新緑風会７人、公明党２人、日本共産党１人 計20人

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

自由民主党９人、民主党・新緑風会７人、公明党２人、日本共産党及び社会民主

党・護憲連合各１人 計20人

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

自由民主党17人、民主党・新緑風会12人、公明党４人、日本共産党及び社会民主

党・護憲連合各１人 計35人

イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

自由民主党19人、民主党・新緑風会15人、公明党４人、日本共産党及び社会民主

党・護憲連合各１人 計40人

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

自由民主党10人、民主党・新緑風会７人、公明党２人、日本共産党１人 計20人

一、次の構成により庶務関係小委員会及び図書館運営小委員会を設置することを決定し

た後、それぞれ小委員及び小委員長を選任した。



自由民主党８人、民主党・新緑風会５人、公明党２人 計15人

なお、各小委員の変更の件については、委員長に一任することに決定した。

一、本会議における内閣総理大臣外３国務大臣の演説に対し、次の要領により質疑を行

うことに決定した。

イ、日取り １月25日及び26日

ロ、時 間 自由民主党50分、民主党・新緑風会85分、公明党30分、日本共産党13

分、社会民主党・護憲連合12分

ハ、人 数 民主党・新緑風会３人、自由民主党２人、公明党、日本共産党及び社

会民主党・護憲連合各１人

ニ、順 序 １民主党・新緑風会 ２自由民主党 ３公明党 ４民主党・新緑風会

５自由民主党 ６民主党・新緑風会 ７日本共産党 ８社会民主党・

護憲連合

一、スマトラ沖大地震・大津波被害に際し国際的支援活動において我が国が果たすべき

役割に関する決議案（溝手顕正君外６名発議）の委員会の審査を省略することに決

定した。

一、外国派遣議員の報告書を本委員会の会議録に掲載することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年１月25日（火）（第２回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年１月26日（水）（第３回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年２月１日（火）（第４回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年２月９日（水）（第５回）

一、委員派遣を行うことを決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月９日（水）（第６回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、次の件について山崎内閣官房副長官、林田内閣府副大臣、七条内閣府副大臣、上田

財務副大臣、小島文部科学副大臣及び西厚生労働副大臣から説明を聴いた後、同意

を与えることに決定した。

イ、人事官の任命同意に関する件

ロ、情報公開・個人情報保護審査会委員の任命同意に関する件

ハ、国家公安委員会委員の任命同意に関する件

ニ、預金保険機構監事の任命同意に関する件

ホ、日本銀行政策委員会審議委員の任命同意に関する件

ヘ、宇宙開発委員会委員の任命同意に関する件



ト、中央社会保険医療協議会委員の任命同意に関する件

チ、社会保険審査会委員長及び同委員の任命同意に関する件

一、日露通好百五十周年に当たり日露関係の飛躍的発展に関する決議案（溝手顕正君外

６名発議）の委員会の審査を省略することに決定した。

一、京都議定書発効に基づく国際合意の積極的推進と京都議定書以後の新枠組形成に向

けた新たな国際合意の実現に関する決議案（溝手顕正君外６名発議）の委員会の審

査を省略することに決定した。

一、平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所

得税法等の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取す

ることとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月11日（金）（第７回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、本会議における平成十七年度地方財政計画についての総務大臣の報告とともに、地

方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につ

いてその趣旨の説明を聴取することとし、これらに対し、次の要領により質疑を行

うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分、公明党10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月18日（金）（第８回）

一、本会議における新防衛計画大綱及び新中期防衛力整備計画についての国務大臣の報

告に対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党５分、民主党・新緑風会10分、公明党５分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する

法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、

次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。



○平成17年３月23日（水）（第９回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月25日（金）（第10回）

一、元議員故山内一郎君に対し、院議をもって弔詞をささげることに決定した。

一、地域再生法案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに

対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案

について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要

領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月30日（水）（第11回）

一、参議院規則の一部を改正する規則案（溝手顕正君外６名発議）の委員会の審査を省

略し、本日の本会議に上程することに決定した。

一、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨

の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定し

た。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年３月31日（木）（第12回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月１日（金）（第13回）

一、年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議案（溝手顕正君外６名発議）

の委員会の審査を省略することに決定した。

一、年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議に関する件につい

て決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月６日（水）（第14回）

一、国立国会図書館法の一部を改正する法律案（衆第14号）（衆議院提出）について提

出者衆議院議院運営委員長川崎二郎君から趣旨説明を聴いた後、修正議決した。

（衆第14号）賛成会派 自民、民主、公明

反対会派 なし



一、国会職員法の一部を改正する法律案（衆第15号）（衆議院提出）について提出者衆

議院議院運営委員長川崎二郎君から趣旨説明を聴いた後、可決した。

（衆第15号）賛成会派 自民、民主、公明

反対会派 なし

一、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件について決定した。

一、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件について決定した。

一、国立国会図書館職員定員規程の一部改正を承認することに決定した。

一、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案について本会議においてその趣

旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定

した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について

本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により

質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分、公明党10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月８日（金）（第15回）

一、刑法等の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取する

こととし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等

の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することと

し、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月13日（水）（第16回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月20日（水）（第17回）

一、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案について本会議においてその趣旨の説

明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人



一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月22日（金）（第18回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年４月27日（水）（第19回）

一、元議員故三木忠雄君に対し、院議をもって弔詞をささげることに決定した。

一、本会議における西日本旅客鉄道株式会社福知山線列車事故についての国務大臣の報

告に対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党５分、民主党・新緑風会５分、公明党５分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について本会議においてその趣

旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定

した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正す

る法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、

次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本会議において憲法調査会の報告を聴取することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年５月11日（水）（第20回）

一、介護保険法等の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴

取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分、公明党10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年５月13日（金）（第21回）

一、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案について本会議におい

てその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うこ

とに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。



○平成17年５月18日（水）（第22回）

一、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正

する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する

特別措置法案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに

対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について本会議

においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を

行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分、公明党10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月３日（金）（第23回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月８日（水）（第24回）

一、証券取引法の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取

することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につ

いて本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領に

より質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月10日（金）（第25回）

一、次の件について林田内閣府副大臣、七条内閣府副大臣、今井総務副大臣、滝法務副

大臣、衛藤厚生労働副大臣及び蓮実国土交通副大臣から説明を聴いた後、同意を与

えることに決定した。

イ、情報公開・個人情報保護審査会委員の任命同意に関する件

ロ、公正取引委員会委員の任命同意に関する件

ハ、預金保険機構理事の任命同意に関する件

ニ、公害等調整委員会委員の任命同意に関する件

ホ、中央更生保護審査会委員長の任命同意に関する件



ヘ、中央社会保険医療協議会委員の任命同意に関する件

ト、労働保険審査会委員の任命同意に関する件

チ、土地鑑定委員会委員の任命同意に関する件

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月15日（水）（第26回）

一、本会議において経済・産業・雇用に関する調査会の中間報告を聴取することに決定

した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月22日（水）（第27回）

一、政策評価制度の見直しに関する決議案（山口那津男君外８名発議）の委員会の審査

を省略することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年６月29日（水）（第28回）

一、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を

聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党10分、民主党・新緑風会15分、公明党10分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年７月８日（金）（第29回）

一、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案に

ついて本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、これに対し、次の要領

により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年７月11日（月）（第30回）

一、郵政民営化に関する特別委員会を設置し、委員の会派割当を次のとおりとすること

に決定した。

自由民主党17人、民主党・新緑風会12人、公明党４人、日本共産党及び社会民主党・

護憲連合各１人 計35人

一、本会議における内閣総理大臣の第31回主要国首脳会議出席に関する報告に対し、次

の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会20分、公明党15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本会議において少子高齢社会に関する調査会の中間報告を聴取することに決定した。



一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年７月13日（水）（第31回）

一、郵政民営化法案、日本郵政株式会社法案、郵便事業株式会社法案、郵便局株式会社

法案、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案及び郵政民営化法等の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について本会議においてその趣旨の説明

を聴取することとし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 自由民主党15分、民主党・新緑風会30分、公明党15分

ロ、人 数 民主党・新緑風会２人、自由民主党及び公明党各１人

ハ、順 序 大会派順

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年７月22日（金）（第32回）

一、障害者自立支援法案について本会議においてその趣旨の説明を聴取することとし、

これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会20分、公明党15分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

一、本会議において国際問題に関する調査会の中間報告を聴取することに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年８月３日（水）（第33回）

一、電波法の一部を改正する法律案について本会議においてその趣旨の説明を聴取する

こととし、これに対し、次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会15分

ロ、人 数 １人

一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年８月５日（金）（第34回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年８月８日（月）（第35回）

本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成17年１月20日（木）（第161回国会閉会後第１回）

参議院の平成17年度予定経費要求及び平成16年度予定経費補正要求（第１号）に関す

る件について協議決定した。

○平成17年３月22日（火）（第１回）

参議院事務局の諸問題について協議を行った。



○平成17年３月30日（水）（第２回）

次の件について協議を行った。

イ、国会職員法の一部改正に関する件

ロ、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件

ハ、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件

ニ、新議員会館の整備に関する件

○平成17年１月20日（木）（第161回国会閉会後第１回）

国立国会図書館の平成17年度予定経費要求及び平成16年度予定経費補正要求（第１号）

に関する件について協議決定した。

○平成17年３月22日（火）（第１回）

国立国会図書館の諸問題について協議を行った。

○平成17年３月30日（水）（第２回）

次の件について協議を行った。

イ、国立国会図書館法の一部改正に関する件

ロ、国立国会図書館職員定員規程の一部改正に関する件

（３）議案の要旨

○成立した議案

国立国会図書館法の一部を改正する法律案（衆第14号）

【要旨】

本法律案は、国会職員法等の給与に関する規定との関係を整理するため国立国会図書館

の館長、副館長及び専門調査員の待遇に関する規定を削るとともに、独立行政法人日本原

子力研究開発機構法により核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が解散すること

に伴い、納本義務を負う特殊法人等に関する規定の整理を行おうとするものである。

国立国会図書館法の一部を改正する法律案委員会修正

【要旨】

館長等の待遇に係る改正の施行期日を「平成17年４月１日」から「公布の日」に改める。

国会職員法の一部を改正する法律案（衆第15号）

【要旨】

本法律案は、国会職員に対する懲戒処分として、停職の処分を追加しようとするもので

ある。


